
 

令和４年４月改正 契約規程 

地方独立行政法人堺市立病院機構 

契約規程 

制  定  平成２４年４月１日 

最終改正  令和 ４年４月１日 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人堺市立病院機構会計規程（以下「会計規程」とい

う。）第３８条第３項の規定に基づき、地方独立行政法人堺市立病院機構（以下「法人」

という。）が締結する契約に係る事務に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（運用の基準） 

第２条 この規程の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正

的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。 

 

第２章 一般競争入札 

（一般競争入札に参加する者の資格） 

第３条 会計規程第４０条第１項で規定する契約責任者は、一般競争入札に、次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３

２条第１項各号に掲げる者 

（一般競争入札の公告） 

第４条 一般競争入札の公告は、入札執行の日前１０日（特別な理由があるときは５日）

までに次の各号に掲げる事項を、地方独立行政法人堺市立病院機構定款第６条に規定す

る方法により行う。 

（１）入札に付する事項 

（２）入札参加資格に関する事項 

（３）入札に必要な書類を示す場所 

（４）入札及び開札の日時及び場所 

（５）その他、契約責任者が必要と認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、建設業法（昭和２４年法律第１００号）の適用を受ける工

事に係る公告は、建設業法施行令第６条（昭和３１年政令第２７３号）に規定する見積

期間をおかなければならない。 
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（入札保証金の納付） 

第５条 契約責任者は、会計規程第４０条第１項の規定により、一般競争に参加しようと

する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、開札前までに別途定める入札保証金

を納付させるものとする。 

（１）一般競争入札に参加しようとする者が契約の相手方となった場合において、契約

を締結しないおそれがあると認めたとき 

（２）理事長が入札保証金の納付を命じたとき 

（入札保証金の還付） 

第６条 入札保証金は、開札が終わったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただ

し、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。 

２ 入札保証金は、入札を延期し、又は中止したときは還付することがある。 

３ 落札者が納付した入札保証金は、第１項ただし書の規定により契約保証金に充当する

場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。 

（入札の中止等） 

第７条 契約責任者において、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災

害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期すること

ができる。 

（一般競争入札における予定価格） 

第８条 契約責任者は、一般競争入札に付する事項の予定価格（第１３条の規定により最

低制限価格を設けた場合は、最低制限価格を含む。）を決定しなければならない。 

２ 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一

定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、

単価についてその予定価格を定めることができる。 

３ 予定価格は、契約の目的又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難

易、数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して定めるものとする。 

（一般競争入札の開札及び再度入札） 

第９条 一般競争入札の開札は、第４条第１項の規定により公告した入札の場所において、

入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、

入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければな

らない。 

２ 入札者は、その提出した入札書（当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。）の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

３ 契約責任者は、第１項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定

価格の範囲内の価格の入札がないとき（第１３条の規定により最低制限価格を設けた場

合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がない

とき）は、再度の入札をすることができる。 
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（落札者の決定方法） 

第１０条 契約責任者は、契約の目的に応じ、予定価格の範囲内で最高又は最低の価格を

もって申込みをした者を落札者とする。 

（同価のときの落札者の決定方法） 

第１１条 契約責任者は、落札者となるべき同価の申込みをした者が２人以上あるときは、

直ちに当該申込者による再度の入札をして落札者を定めなければならない。ただし、再

度の入札がしがたい場合は、くじにより落札者を定めることができる。 

２ 前項の場合において、申込者のうちくじを引かない者があるときは、これに代って契

約事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 

（調査基準価格を設けた時の落札者の決定方法） 

第１２条 契約責任者は、第１０条の規定にかかわらず、法人の支出の原因となる契約の

うち、申込みの価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

とき又は契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、予定価

格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とすることが

できる。 

２ 前項の規定により落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって申込みをした者を落札者としないこととするか否かを決定するための調

査をすることとし、あらかじめ調査をする場合の基準となる価格を設けるものとする。 

（最低制限価格を設けたときの落札者の決定方法） 

第１３条 契約責任者は、一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しよう

とする場合において、当該契約の内容に適用した履行を確保するため特に必要があると

認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、最低制限価格以上の価格をもって申

込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。 

（総合評価制度による落札者の決定方法） 

第１４条 契約責任者は、一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しよう

とする場合において、当該契約がその性質又は目的から第１０条から前条の規定により

難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、企画書の提出を求め、価格その他

の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることがで

きる。 

２ 契約責任者は、前項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価に

よる一般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価によ

る一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを

決定するための基準を定めなければならない。 

３ 契約責任者は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する

者の意見を聴くことができる。 

４ 総合評価による一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第４条
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の規定により公告をするときは、同条第１項の規定により公告をしなければならない事

項のほか、総合評価による一般競争入札の方法によることについても、公告しなければ

ならない。 

（入札の無効） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき 

（２）入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき 

（３）入札書に記名押印がないとき 

（４）入札金額を訂正したとき 

（５）一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき 

（６）入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足がある

とき 

（７）代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき 

（８）入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札した

とき 

（９）入札者の資格のない者が入札したとき 

（１０）入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に

強いとき 

（１１）第１３条の規定により最低制限価格を設定した場合において、これを下回る価

格で入札したとき 

（１２）法人から交付された入札書以外の入札書より入札したとき 

（１３）鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入した

とき 

（１４）その他、入札に関する条件に違反したとき 

（落札者の通知） 

第１６条 落札者を決定したときは、口頭又は書面をもってその旨を当該落札者に通知し

なければならない。 

 

第３章 指名競争入札 

（指名競争入札） 

第１７条 会計規程第３８条第１項の規定により指名競争入札に付すことができる場合は、

次の各号に掲げる場合とする。 

（１）工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入

札に適さないものをするとき 

（２）その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要が

ないと認められる程度に少数である契約をするとき 
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（３）一般競争入札に付することが不利と認められるとき 

（４）契約責任者が適当と認めたとき 

（指名競争入札に参加する者の資格） 

第１８条 第３条の規定は、指名競争入札に参加する者に必要な資格について準用する。 

（指名競争入札に参加する者の指名等） 

第１９条 契約責任者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の参

加資格を有する者の中から指名しなければならない。 

２ 前項の場合においては、契約責任者は、第４条第１項第１号から第５号までに掲げる

事項について指名する者に通知しなければならない。この場合において、当該入札に付

する事項が建設業法の適用を受ける工事であるときは、入札の日時に建設業法施行令第

６条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。 

３ 契約責任者は、次条において準用する第１４条の規定により落札者を決定する指名競

争入札（以下「総合評価による指名競争入札」という。）を行おうとする場合は、前項

の規定により通知をしなければならない事項のほか、総合評価による指名競争入札の方

法によることについても、通知をしなければならない。 

（一般競争入札に関する規定の準用） 

第２０条 第５条から第１６条までの規定は、指名競争入札を行う場合に準用する。 

 

第４章 随意契約及びせり売り 

（随意契約） 

第２１条 会計規程第３８条第１項の規定により随意契約によることができる場合は、次

に掲げる場合とする。 

（１）次に掲げる契約の種類に応じ、予定価格（賃借の契約にあっては、予定賃貸借料

の年額又は総額）がそれぞれに定める額の範囲内であるとき 

ア 工事又は製造の請負（建物等の修繕を含む。） ５,０００,０００円 

イ 財産の買入れ                ３,２００,０００円 

ウ 物件の借入れ                １,６００,０００円 

エ 財産の売払い                １,０００,０００円 

オ 物件の貸付け                  ６００,０００円 

カ アからオに掲げるもの以外のもの       ２,０００,０００円 

（２）緊急の必要により競争入札（会計規程第３８条第１項に規定する競争入札をいう。

以下同じ。）に付することができないとき 

（３）国、地方公共団体その他公共団体等と契約するとき 

（４）訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき 

（５）調査研究を目的とする契約で、能力、技術、信用、手法等について適当な者を相

手方とするとき 
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（６）公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事

業者に売り払い又は有償で貸し付けるとき 

（７）委託業務が特定の者でなければ受託することができないとき 

（８）特殊の性質を有するとき、特別の目的があることにより相手方が特定されるとき、

又は特殊の技術を必要とするとき 

（９）設備、機械等の保守点検を目的とする契約で、当該設備、機械等を設置又は納入

した者を相手方とするとき 

（１０）医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき 

（１１）複数単価で、かつ同一業者と契約をする必要があるとき 

（１２）不動産の買入れ又は借入れ、法人が必要とする物品の製造、修理、加工又は納

入に使用させるため必要な物品の売払いその他契約の性質又は目的が競争入札に適

しないとき 

（１３）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

（１４）落札者が契約を締結しないとき 

（１５）時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあると

き 

（１６）関連業務等を履行させるとき 

（１７）契約時期を失するとき 

（１８）第１号の規定にかかわらず、経済的、効率的又は効果的な運営業務に資するも

のとして特に理事長が認めるとき 

（１９）その他、競争入札に付することが不利と認められるとき 

２ 前項第１４号の規定による随意契約による場合は、落札者の申込み金額の制限内でこ

れを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた

条件を変更することができない。 

３ 第８条の規定は、随意契約の場合に準用する。 

４ 前項の規定にかかわらず、契約責任者は、随意契約によろうとするときは、予定価格

を記載した書面の作成を省略することができる。 

（見積書の徴取及び省略） 

第２２条 契約責任者は、随意契約によろうとする場合は、２人以上の者から見積書を徴

しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、１人のみの見積書の徴取で足りるも

のとする。 

（１）契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき 

（２）災害の発生等により、緊急を要するとき 

（３）予定価格が３００,０００円未満の契約を締結するとき 

（４）前各号に定めるもののほか、契約責任者が２人以上の者から見積書を徴する必要

がないと認めるとき 
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２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するものと契約責任者が認めた場合には見

積書の徴取を省略することができる。 

（１）公共料金やＮＨＫ受信料など、慣習上見積書を徴する必要のないものとして契約

責任者が認めたとき 

（２）迅速に契約しなければ法人の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき 

（３）小口現金による消耗品の購入など契約事務の実情を勘案し、見積書の徴取を省略

しても支障がないと認められるとき 

（４）見積書を徴取できない特別の理由があるとき 

（５）前各号に定めるもののほか、契約責任者が特に見積書を徴する必要がないと認め

るとき 

（せり売り） 

第２３条 会計規程第３８条第１項の規定によりせり売りによることができる場合は、動

産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。 

２ 第３条、第４条第１項、第５条から第８条まで、第１５条及び第１６条の規定は、せ

り売りの場合に準用する。 

 

第５章 契約の締結と履行 

（契約締結の手続） 

第２４条 落札者又は契約の相手方として決定した者（以下「落札者等」という。）は、

契約責任者が指定する日までに当該契約の詳細な見積書及び指示する書類を提出すると

ともに、その内容について説明しなければならない。 

２ 契約責任者は、必要と認めるときは、契約の内容について落札者等と協議又は交渉を

行うことができる。 

３ 落札者等は、前各項の手続きの終了後、契約責任者が指定する日までに契約保証金を

納付して契約書により契約を締結しなければならない。 

４ 契約責任者は、前項の規定による契約手続を怠ったときは、その者に係る落札又は契

約の決定を取り消すことができる。 

（契約書の記載事項） 

第２５条 前条第３項の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

ただし、契約の性質又は目的により適さない事項については、この限りでない。 

（１）契約の履行場所 

（２）契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

（３）監督及び検査 

（４）履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 

（５）危険負担 

（６）契約不適合責任 
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（７）契約に関する紛争の解決方法 

（８）権利義務の譲渡等の禁止 

（９）その他、必要な事項 

（契約書又は請書の省略） 

第２６条 次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略し、請書をもってこれ

に代えることができる。 

（１）契約金額が第２１条第１項第１号の契約の種類に応じて定めた金額以下の契約を

するとき 

（２）せり売りをするとき 

（３）有価証券を売買するとき 

（４）国又は地方公共団体その他公共団体等と契約をするとき 

（５）その他、契約責任者が契約書を省略しても支障がないと認めるとき 

２ 前項の規定にかかわらず、特に契約責任者が認めるものについては、請書の作成を省

略させることができる。 

（契約保証金の納付） 

第２７条 契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約金額（電気、ガス若しくは

水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約、不動産を借りる契約、物品を借り

入れる契約、又は継続的に役務の提供を受ける契約で契約期間が１年を超える契約（以

下「長期継続契約」という。）にあっては、契約期間の初日から起算して１年間分に相

当する額）の１００分の３以上の額とする。ただし、契約責任者において必要があると

認めるときは、別に契約保証金の額を定めることができる。 

（契約保証金の免除） 

第２８条 前条の規定にかかわらず、契約責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合

は、契約保証金の納付を免除することができる。 

（１）契約金額が、１０,０００,０００円未満の契約をするとき 

（２）契約締結後３０日以内に履行し得る契約をするとき 

（３）物件の売却において、契約の相手方が代金を即納してその物件を引き取るとき 

（４）契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締

結し、その証書を提出したとき 

（５）契約の相手方から受託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他決算及び会

計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第２号の規定により財務大臣が

指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき 

（６）不動産の買入れ又は借入れに関する契約を締結するとき 

（７）契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと契約責任者が認める

とき 
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（契約保証金の充当） 

第２９条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損

害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。 

２ 契約責任者は、前項の規定による充当により契約保証金に不足を生じたときは、これ

を追納させるものとする。 

（契約保証金の還付等） 

第３０条 契約保証金は、契約の相手方がその債務を履行し、第４１条で規定する検査に

合格した後、これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各

号に定める日以後にこれを還付することができる。 

（１）物品の借入れに係る契約にあっては、当該物品のすべての納品を受けたとき  

当該納品を受けた日 

（２）長期継続契約にあっては、契約期間の初日から起算して１年間経過したとき（当

該契約の相手方に履行遅滞その他義務の不履行が無い場合に限る。）当該１年間を

経過した日 

２ 前項の規定にかかわらず、契約責任者は、契約不適合責任に関する保証金として契約

保証金の全部又は一部を留保する必要があるときは、これを還付しないことができる。 

（契約保証人） 

第３１条 契約責任者は、契約の締結に関して、契約保証人を立てさせることができる。 

２ 前項の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の履行能力を有する者で、かつ、契約

責任者に契約保証人として承認を申請し、その承認を得た者でなければならない。 

（契約保証人に対する履行請求） 

第３２条 契約責任者は、前条第１項の規定により契約保証人を立てさせた場合において、

契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約保証人に対し、

その履行を請求するものとする。 

（１）履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき 

（２）前号に定めるもののほか、契約の目的を達成する見込みがないとき 

（権利の譲渡等の制限） 

第３３条 契約の相手方は、契約から生ずる権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保

に供し、又は引き受けさせることができない。ただし、あらかじめ契約責任者の承諾を

得た場合は、この限りでない。 

（目的物の引渡し） 

第３４条 契約の目的物の完成又は納入があったときは、第４１条の検査に合格した後、

引渡しを受けるものとする。 

２ 前項の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約において

特別の定めがあるときは、この限りでない。 

（前払） 
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第３５条 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）及び政

令に基づき、工事請負契約における前払の必要があるときは、契約金額が１件１,００

０,０００円以上かつ契約の相手方が保証事業会社と前払金保証契約を締結した場合に

限り、契約金額の１０分の４以内の範囲内において、理事長が別に定める額を前払する

ことができる。 

（部分払） 

第３６条 工事又は製造の請負契約のうち、契約金額が２,５００,０００円以上かつ履行

期間が４月以上のものにあっては、相手方の請求により、出来高検査（給付の完了前に

代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認をするための検査をい

う。以下同じ。）に合格した部分について部分払をすることができる。 

２ 前項の部分払の額は、出来高検査に合格した部分に対する代価の１０分の９、製造の

請負については、その代価の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事そ

の他の請負に係る契約については、当該既済部分に対する代価の金額までを支払うこと

ができる。 

３ 前条の規定により前払をした場合にあっては、前項又は第５項 の代価に前払金の額

の契約金額に対する割合を乗じて得た額を前項又は第５項の部分払の額から控除する。 

４ 第１項の請求をする場合において、契約責任者がその必要がないと認めるものを除き、

その既済部分については、法人理事長を被保険者とした火災保険その他の保険の契約証

書を添付しなければならない。この場合において、保険の種類、金額及び期間は、契約

責任者の指示するところによる。 

５ 工事、製造若しくはその他の請負契約又は物品の売買若しくは賃貸借の契約をした場

合において、給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは、その既済部分又は

既納部分の履行が完了したときに当該部分について部分払をすることができる。 

（延滞違約金） 

第３７条 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の相手方が、請負、買入れ又は

売払いの契約（不動産に係る売払いの契約を除く。）に基づく債務の履行を遅延したと

きには、遅延部分に対する対価につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項に規

定する財務大臣が指定する率（以下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じて計算し

た額の延滞違約金を徴収する。ただし、工事その他の請負で遅延部分を分けることがで

きないものであるとき、又は売払いであるときは、契約代価につき、遅延日数に応じ、

当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を延滞違約金とする。 

２ 前項に規定する延滞違約金の総額が１００円未満のものについては、これを免除する。 

３ 延滞違約金は、契約者に対する支払代金又は契約保証金から差し引くものとする。 

（契約不適合責任の特約） 

第３８条 契約責任者は、その指定する期間内においては、契約の相手方が種類又は品質
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に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合について、契約の相手方に対

し、その不適合を理由として、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによ

る履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることが

できる。 

 

第６章 監督及び検査 

（監督） 

第３９条 会計規程第４４条第１項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法に

よって行なわなければならない。 

２ 契約責任者又はその指定する職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務

を不当に妨げることのないようにしなければならない。 

３ 契約責任者は、必要があると認める場合においては、職員以外の者に委託して監督を

行わせることができる。 

（立会人） 

第４０条 契約責任者は、検査の公正な執行を確保するため、職員のなかから立会人を指

名し、検査に立ち会わせることができる。 

（検査） 

第４１条 会計規程第４４条第１項の規定による検査について、契約責任者又はその指定

する職員（以下「検査職員」という。）は、請負契約その他の契約について、給付の完

了を確認するために、必要に応じ立会人の立会いを求め、当該給付の内容について検査

を行わなければならない。 

２ 前項の規定は、給付の完了前に代価の部分払をする場合において、請負契約に係るも

のにあってはその既済部分、その他の契約に係るものにあってはその既済又は既納部分

について検査を行わなければならない。 

３ 前各項の検査は、請負契約の場合は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類

（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づき、請負契約

以外の契約の場合は、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量につ

いて行わなければならない。 

４ 前各項の場合において必要があるときは、契約の相手方を立会いさせて、破壊若しく

は分解又は試験して検査を行うことができるものとする。この場合において、当該破壊

若しくは分解又は試験の実施に必要な経費及び修復等に必要な経費は、当該契約の相手

方の負担とする。 

５ 契約責任者は、必要があると認める場合においては、職員以外の者に委託して検査を

行わせることができる。 

（検査調書） 

第４２条 検査職員等は、検査を完了した場合においては、別に定める場合を除き、検査
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調書を作成しなければならない。 

２ 前項の規定は、前条第５項の規定に基づき検査をした職員以外の者について準用する。 

３ 検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書により履行の確認をした後でな

ければ支払をすることができない。 

 

第７章 契約の解除 

（契約の解除） 

第４３条 契約責任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約を解除す

ることができる。 

（１）正当な理由がなく債務を履行しないとき 

（２）履行期間内までに債務を履行の見込みがないとき 

（３）契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行った

おそれが非常に強いとき 

（４）監督又は検査を妨害したとき 

（５）契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき 

（６）契約者として必要な資格が欠けたとき 

（７）契約事項に違反したとき 

（契約の解除に伴う措置） 

第４４条 前条の規定により契約を解除したときは、請負契約に係るものにあってはその

既済部分、その他の契約に係るものにあってはその既納部分に対し、第３４条の引渡し

を受けたときは、契約責任者において適当と認める金額を支払うことができる。 

２ 前条の規定により契約を解除した場合において、第２８条の規程により契約保証金を

免除したものにあっては、契約保証金相当額を、違約金として、前項の金額から控除す

るものとする。 

 

第８章 雑則 

（委任） 

第４５条 この規程に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（経過措置） 

第４６条 この規程の施行日において既に締結している契約又は入札の途中であるものに

ついては、当初の条件を準用又は引き継ぐことができる。 

 


